
第２号様式（第９条第２項関係）


消防用活動空地及び進入路に関する覚書


瀬戸市消防本部（以下「甲」という。）と
（以下「乙」という。）は、瀬戸市宅地開発等に関する指導要綱（平成７年４月１日施行）に基づき乙が設置した消防用活動空地及び進入路（以下「活動空地等」という。）について、瀬戸市消防用水利施設等設置基準第９条第２項の規定に基づき、次のとおり覚書を交換する。

（趣旨）
第１条　この覚書は、活動空地等の機能の保全及び使用について必要な事項を定めるも
のとする。

（対象施設）
第２条　この覚書の対象となる活動空地等は、次のとおりとする。
⑴ 防火対象物の位置 瀬戸市
⑵ 防火対象物の名称

（事業者の責務）
第３条　乙は、定期的に活動空地等の点検を行い、甲の使用に支障がないよう保守管理
に努めなければならない。
２　乙は、活動空地等を変更しようとするときは、あらかじめ甲の同意を得なければな
らない。
３　甲による点検等により、活動空地等に不備が認められた場合は、乙は、甲の指示
に従い当該不備を改善しなければならない。

（活動空地等の使用）
第４条　甲は、火災その他の災害が発生したときは、乙に承諾を得ることなく活動空地
等を使用することができる。

（その他）
第５条　この覚書は、交換の日から効力が生じるものとする。
２　この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関して疑義が生じた場合は、甲及び乙が
協議して決定するものとする。





この覚書の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、それぞれ１通
を保有する。
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　　瀬戸市消防本部
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